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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の 

推進に関する特別措置法の施行期日を定める政令 

○制定のポイント 

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の施行期日を定める政令（政令第二一四

号）（環境省）ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（平成一三年法律第六五号）

の施行期日は、平成一三年七月一五日とすることとしている。 

 

○政令第二百十四号（平成十三年六月二十二日） 

   ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の施行期日を定める政令 

 内閣は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（平成十三年法律第六十五号） 

附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。 

 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の施行期日は、平成十三年七月十五日と

する。 
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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の 

推進に関する特別措置法施行令 

○制定のポイント 

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令（政令第二一五号）（環境省） 

１ ポリ塩化ビフェニル等が廃棄物となったもの のうち、環境に影響を及ぼすおそれの少ないものとして、

ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、

若しくは封入された物が廃棄物となったものを処分するために処理したものであって、基準に適合するもの

を定めることとしている。（第一条関係） 

２ 事業者がそのポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託しなければならない期間と

して、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の施行の日から起算して一五年を

定めることとしている。（第二条関係） 

３ ポリ塩化ピフェニル廃棄物の適正な処理の準進に関する特別措置法の規定により特別区の長が管理し、及

び執行することとされている事務のうち、当分の間、都知事が管理し、及び執行する事務として、報告徴収、

立入検査等を定めることとしている。（第三条関係） 

４ この政令は、平成一三年七月一五日から施行することとしている。 

 

○政令第二百十五号（平成十三年六月二十二日） 

  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令 

 内閣は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（平成十三年法律第六十五号）

第二条第一項、第十条及び附則第三条の規定に基づき、この政令を制定する。 

 （環境に影響を及ぼすおそれの少ない廃棄物） 

第一条 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（以下「法」という。）第二条第

一項の政令で定める廃棄物は、ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニル

が塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された物が廃棄物となったものを処分するために処理したも

の（環境省令で定める基準に適合するものに限る。）とする。 

 （処分の期間） 

第二条 法第十条の政令で定める期間は、法の施行の日から起算して十五年とする。 

 （法附則第三条の政令で定める事務） 

第三条 法附則第三条の政令で定める事務は、法第八条、第九条、第十二条第二項、第十四条、第十六条、第

十七条及び第十八条第一項に規定する事務とする。 

   附 則 

 この政令は、法の施行の日（平成十三年七月十五日）から施行する。 
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